
第
六
部
　
　
文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
五
号
　
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
　【
参
議
院
】

一

（
六
六
）

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日（
火
曜
日
）

　
　
　
午
後
一
時
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
委
員
の
異
動

　
三
月
二
十
二
日

　
　
　
　
辞
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
水
落　
敏
栄
君　
　
　
　
　
本
田　
顕
子
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
委
員
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
田　
房
江
君

　
　
　
　
理　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
池　
誠
章
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
野　
通
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
ゆ
う
み
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤　
嘉
隆
君

　
　
　
　
委　
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
村　
治
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
井　
浩
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
耕　
弘
成
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

階
恵
美
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
田　
顕
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川　
大
我
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
沢　
高
徳
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
舫
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
さ
や
か
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
江　
伸
夫
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
村
み
ず
ほ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
沢　
成
文
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤　
孝
恵
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
良
よ
し
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後　
靖
彦
君

　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
文
部
科
学
大
臣　
　
　
萩
生
田
光
一
君

　
　
　
副
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
文
部
科
学
副
大
臣　
　
丹
羽　
秀
樹
君

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
専
門

　
　
　
　
　
　
　
員　
　
　
　
　
　
　
　
戸
田　
浩
史
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数

　
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

○
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す
る
件

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
太
田
房
江
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
文
教
科
学
委

員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

　
委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
昨
日
ま
で
に
、
水
落
敏
栄
さ
ん
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、

そ
の
補
欠
と
し
て
本
田
顕
子
さ
ん
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
太
田
房
江
君
）　
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学

級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
萩
生
田
文

部
科
学
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
萩
生
田
光
一
君
）　
こ
の
度
、
政
府
か
ら
提

出
い
た
し
ま
し
た
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及

び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
五
・
〇
時
代
の
到
来
や
子
供
た
ち
の
多

様
化
が
一
層
進
展
す
る
な
ど
の
状
況
下
に
お
い
て
、
安

全
、
安
心
な
教
育
環
境
の
下
、
誰
一
人
取
り
残
す
こ
と
な

く
全
て
の
子
供
た
ち
の
可
能
性
を
引
き
出
す
教
育
へ
と
転

換
し
、
個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
を
実
現
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
、
子
供

た
ち
一
人
一
人
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
き
め
細
か
な

指
導
を
可
能
と
す
る
少
人
数
学
級
を
推
進
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
法
律
案
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
規

模
及
び
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
公
立
の

小
学
校
等
の
学
級
編
制
の
標
準
を
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

　
第
一
に
、
公
立
の
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
前
期
課

程
の
同
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級
に
係
る
一
学
級
の

児
童
の
数
の
標
準
を
四
十
人
か
ら
三
十
五
人
に
一
律
引
き

下
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
二
に
、
こ
の
法
律
案
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
一
学
級
の
児
童
の
数
の
標
準

に
つ
い
て
は
、
第
二
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
段
階
的
に

三
十
五
人
と
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
毎
年
度
、
政
令
で

定
め
る
学
年
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
特
別
の
事
情

が
あ
る
小
学
校
に
あ
っ
て
は
、
四
十
人
と
す
る
経
過
措
置

を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
三
に
、
政
府
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け

る
教
育
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
に
は
、
学
級
規
模
及
び

教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
多
様
な

知
識
、
経
験
を
有
す
る
質
の
高
い
教
員
が
教
育
を
行
う
と

と
も
に
、
教
育
活
動
を
支
援
す
る
外
部
人
材
を
活
用
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
学
級
編
制
の
標
準
の

引
下
げ
が
学
校
教
育
活
動
に
与
え
る
影
響
及
び
外
部
人
材

の
活
用
の
効
果
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
を
行
う
と
と
も

に
、
教
員
免
許
制
度
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行

い
、
そ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他

の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

　
以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の

概
要
で
あ
り
ま
す
。

　
何
と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
太
田
房
江
君
）　
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

　
本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
太
田
房
江
君
）　
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す

る
件
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

　
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数

の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
審

査
の
た
め
、
参
考
人
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
取

す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
太
田
房
江
君
）　
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

　
な
お
、
そ
の
日
時
及
び
人
選
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ

れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異

議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
太
田
房
江
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

　
本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
後
一
時
三
分
散
会

三
月
二
十
二
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員

　
　
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

　
　
律
案

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

（
第

六

部
）

第
二
百
四
回

国　
　
　
会

参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
五
号



第
六
部
　
　
文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
五
号
　
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
　【
参
議
院
】

二



第
六
部
　
　
文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
五
号
　
令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
　【
参
議
院
】

三

令
和
三
年
六
月
九
日
作
成　
参
議
院
事
務
局　
作
成
者　
第
一
法
規
株
式
会
社


